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Ⅵ 令和２年度下水道事業の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本施策（汚水）：効率的な汚水処理施設の整備・維持管理 

  公共下水道と合併処理浄化槽を適切な役割分担で計画的に整備し、それと共に既存施設の老朽化

への長期的な対応を計画する必要があります。また、汚水処理事業を将来に渡り、安定・持続させ

る必要があるため、効果的な資源の投下、採算性を考慮した経営を実施していきます。 

 

［施策１：環境にやさしく快適な下水道の整備］ 

（１）主な取り組み 

    ・公共下水道の整備 

    ・既存公共下水道施設の維持管理 

    ・合併処理浄化槽の普及促進 

    ・水洗便所改造資金に係る融資あっせん制度の利用促進 

 

（２）この施策に関連する指標 

水洗化率 ※合併処理浄化槽を含む。 

平成３０年基準値 ８２．８％  令和２年度目標値 ８３．１％ 

 

 

［施策２：下水道経営基盤の充実］ 
（１）主な取り組み 

    ・既供用開始区域における公共下水道への接続率の向上 

    ・不明水対策の実施 

    ・技術職員等の人材確保・育成による専門的知識の蓄積及び技術の継承 

 

（２）この施策に関連する指標 

経営資本営業利益率 

   平成３０年基準値  －０．６４％  令和２年度目標値  －０．６４％以上   

※大概の下水道事業体は営業損失を計上しており負の値となる。高いほど良い。 

 

下水道事業 資料６ 
 

政策 ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまち 

基本施策（汚水） 効率的な汚水処理施設の整備・維持管理 

施策１ 環境にやさしく快適な下水道の整備 

施策２ 下水道経営基盤の充実 

基本施策（雨水） 河川砂防・雨水排除施設の整備 

施策１ 安全安心な雨水排除施設の整備 
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[主な事業] 
 

【公共下水道事業関係】 

 

○下水道整備事業（汚水） 

公共下水道の未普及対策として、実施中の小岩井地区のほか、平成２９年度に事業計画区域とな

った巣子・大崎地区の管渠整備を行います。また、未整備地区における全体計画、事業計画の変更

業務を行います。 

 

・小岩井地区管渠整備工事 VU φ150  L= 70ｍ 

・巣子地区管渠整備工事  VU φ150  L=413ｍ 

・大崎地区管渠整備工事  VU φ150  L=387ｍ 

・過年度整備地区舗装復旧工事 A=9,880㎡ 

・全体計画、事業計画変更業務 一式 

 (7,000千円) 

(44,600千円) 

  (49,000千円) 

 (79,400千円) 

 (17,000千円) 

                    １９７，０００千円 

 

 

○下水道改築事業（汚水） 

ストックマネジメント計画に基づき、鵜飼西地区の取付管改築工事のほか、マンホールポンプ改

築や蓋交換工事を行います。また、全下水道施設におけるアセットマネジメント計画の策定業務を

行います。 

 

・鵜飼西地区取付管改築工事 Z管 φ150  N=164箇所 

・巣子第１、２マンホールポンプ改築工事 N=2箇所 

・穴口、鵜飼西地区マンホール蓋交換工事  N=30箇所 

・アセットマネジメント計画策定業務 一式 

  (122,300千円)      

(20,000千円) 

(18,000千円) 

(12,000千円) 

１７２，３００千円 

 

○排水設備設置工事補助事業（汚水） 

公共下水道接続のための排水設備工事に対し補助金を交付し、接続率の向上を図ります。 

 

   ・補助金額は、排水設備工事１ｍ当たり５千円（限度額１０万円） 

   ・補助対象戸数は５０戸 

                               ５，０００千円 

 

○滝沢市水洗便所改造資金利子補給事業（汚水） 

  排水設備工事に係る改造資金を金融機関に融資斡旋し、利子を補給することにより、公共下水道

への早期の接続を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに環境衛生の向

上を図ります。 



６－3 

・水洗便所改造資金融資斡旋利子補給金 

     うち新規融資斡旋見込  ６件 

うち継続分      １４件 

１６６千円 

 

 

【合併処理浄化槽事業関係】 

 

○合併処理浄化槽設置整備補助事業 

  合併処理浄化槽の設置を促進し、快適で文化的な生活環境を提供するとともに、公共用水域の水

質保全及び公衆衛生の向上を図ります。 

 

・合併処理浄化槽補助設置基数 

 人槽 基数 単価（新築住宅） 単価（既存住宅） 

５人槽 ２９基 ３５２，０００円 ４４０，０００円 

７人槽 １７基 ４４１，０００円 ５５０，０００円 

１０人槽 ４基 ５８８，０００円 ７３５，０００円 

           ２０，５５２千円 

 

 

○滝沢市水洗便所改造資金利子補給事業 

合併処理浄化槽設置工事に伴う、くみ取り便所から水洗便所への改造資金を金融機関に融資あっ

せんし利子を補給することにより、合併処理浄化槽の普及を促進し、生活排水による公共用水域の

水説汚濁を防止するとともに環境衛生の向上を図ります。 

 

・水洗便所改造資金融資斡旋利子補給金 

     うち新規融資斡旋見込 １件 

     うち継続分      ２件 

                                ２１千円 
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２ 基本施策（雨水）：河川砂防・雨水排除施設の整備・維持 

  市内の河川や市街地の雨水氾濫による浸水被害を未然に防止するため、浸水対策にかかる計画的

な整備を行うとともに、火山砂防や土石流・地すべりなどから市民を守るため、これらを所掌する

国や県に協力し必要な整備を推進し、自然災害に強い安全・安心なまちづくりを推進します。 

 

［施策１：安全安心な雨水排除施設の整備］ 
 

（１）主な取り組み 

     ・下水道事業（雨水）による浸水対策事業の実施 

  

（２）この施策に関連する指標 

災害に強いまちだと感じている人の割合 

  平成３０年基準値 ５２．１％  令和２年度目標値   ５２．１％以上   

 

 
 

[主な事業] 
 

○雨水整備事業 

 雫石川左岸第二排水区（大釜地区）において、令和３年度の雨水排水路整備工事の実施に向けて、

道路管理者である国土交通省、現施設所有者である岩手山麓土地改良区と占用申請、資産譲渡等に

関する協議を行います。 

・雨水管渠実施設計（令和元年度繰越事業）  

２０，０００千円 

 

 

           

                 


